
に をつけたい要 薬品・一 用 薬品と 食品・サプリメント

） 薬に 意

薬には ン ストリ ー （いずれも禁止物質）を含 する 薬チ カが 分とし

て含まれているものがあります。 ン（チ ）はベータ 用薬、ストリ ー （ カ）は 薬と

して禁止され、検 されれば に違反です。 薬を使う場合は禁止物質が含まれていないことを 認し

まし う。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（ ） 使 てはいけない 薬

パン アス （ 一薬品 ） ク ガ 薬 （ 製薬）

薬（大 合 製薬） はら薬（大 合 製薬）

ルマック （大 薬品） な

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

） 養 薬に 意

養 薬には、禁止物質である 薬（テストステロン） び ル ンの関 物質を含 方薬、

また、禁止物質であるストリ ー （ カ）が含まれているものがあります。 して、 薬品以 のい

る 食品として、 養 的の 剤 ドリンク剤が されており、これらの にテストステロン

の関 物質が含まれている 能性も できません。国スポ期間 に限らず、 から使用しないようにし
まし う。

薬 び関 物質には、テストステロン、メチルテストステロンの に、 薬 分である、

（カイク ン）、 （ ）、 （ロク ）な があります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（ ） 使 てはいけない 養 薬： 薬（テストステロン） び ル ンの関 物質を含

オットピン （ タリス製薬） 用 ル ン 剤オットピン（ タリス製薬、大 製薬）

グロー ン（大 製薬 ） ト ス（大 製薬 ）

プリ マ ル ン （ 製薬 ） プリ マ ル ン （ 製薬 ）

レ ス（ 下 、日 薬品 ） クロ ン・パスタ（ 製薬）

力 ロ ス（日 製薬） （ ）（ 製薬） な

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

） ・ 用薬に 意

・ 用 り薬では、 性 ル ンが 合されているものがあり、禁止されています。

国スポ期間 に限らず、 から使用しないようにしまし う。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（ ） 使 てはいけない 用薬： 薬（テストステロン） び関 物質を含

レ ス（ 下 、日 薬品 ） クロ ン・パスタ（ 製薬） な

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
参考：一 用 薬品ではありませんが、 の場合には、 質 ルチ イドの 服が用いられることが

あります。

） 薬に 意

の 薬に含まれるトリメト ール、メト シフ ンは禁止物質とみなされます。

また、 薬の には ン（禁止物質）が含まれます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（ ） 使 てはいけない 薬：トリメト ール、メト シフ ンを含

アスクロン（大 製薬） カ ドリン （ ）

ト ン 止め （ 製薬） フストールシロップ （オール薬品） な

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

） 方薬に 意

に をつけたい要 薬品・一 用 薬品と 食品・サプリメント

） 薬に 意

薬には ン ストリ ー （いずれも禁止物質）を含 する 薬チ カが 分とし

て含まれているものがあります。 ン（チ ）はベータ 用薬、ストリ ー （ カ）は 薬と

して禁止され、検 されれば に違反です。 薬を使う場合は禁止物質が含まれていないことを 認し

まし う。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（ ） 使 てはいけない 薬

パン アス （ 一薬品 ） ク ガ 薬 （ 製薬）

薬（大 合 製薬） はら薬（大 合 製薬）

ルマック （大 薬品） な

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

） 養 薬に 意

養 薬には、禁止物質である 薬（テストステロン） び ル ンの関 物質を含 方薬、

また、禁止物質であるストリ ー （ カ）が含まれているものがあります。 して、 薬品以 のい

る 食品として、 養 的の 剤 ドリンク剤が されており、これらの にテストステロン

の関 物質が含まれている 能性も できません。国スポ期間 に限らず、 から使用しないようにし
まし う。

薬 び関 物質には、テストステロン、メチルテストステロンの に、 薬 分である、

（カイク ン）、 （ ）、 （ロク ）な があります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（ ） 使 てはいけない 養 薬： 薬（テストステロン） び ル ンの関 物質を含

オットピン （ タリス製薬） 用 ル ン 剤オットピン（ タリス製薬、大 製薬）

グロー ン（大 製薬 ） ト ス（大 製薬 ）

プリ マ ル ン （ 製薬 ） プリ マ ル ン （ 製薬 ）

レ ス（ 下 、日 薬品 ） クロ ン・パスタ（ 製薬）

力 ロ ス（日 製薬） （ ）（ 製薬） な

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

） ・ 用薬に 意

・ 用 り薬では、 性 ル ンが 合されているものがあり、禁止されています。

国スポ期間 に限らず、 から使用しないようにしまし う。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（ ） 使 てはいけない 用薬： 薬（テストステロン） び関 物質を含

レ ス（ 下 、日 薬品 ） クロ ン・パスタ（ 製薬） な

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
参考：一 用 薬品ではありませんが、 の場合には、 質 ルチ イドの 服が用いられることが

あります。

） 薬に 意

の 薬に含まれるトリメト ール、メト シフ ンは禁止物質とみなされます。

また、 薬の には ン（禁止物質）が含まれます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（ ） 使 てはいけない 薬：トリメト ール、メト シフ ンを含

アスクロン（大 製薬） カ ドリン （ ）

ト ン 止め （ 製薬） フストールシロップ （オール薬品） な

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

） 方薬に 意
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にに ををつつけけたたいい要要 薬薬品品・・一一 用用 薬薬品品とと 食食品品・・ササププリリメメンントト

）） 薬薬にに 意意

薬には ン ストリ ー （いずれも禁止物質）を含 する 薬チ カが 分とし

て含まれているものがあります。 ン（チ ）はベータ 用薬、ストリ ー （ カ）は 薬と

して禁止され、検 されれば に違反です。 薬を使う場合は禁止物質が含まれていないことを 認し

まし う。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（（ ）） 使使 ててははいいけけなないい 薬薬

パン アス （ 一薬品 ） ク ガ 薬 （ 製薬）

薬（大 合 製薬） はら薬（大 合 製薬）

ルマック （大 薬品） な

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

）） 養養 薬薬にに 意意

養 薬には、禁止物質である 薬（テストステロン） び ル ンの関 物質を含 方薬、

また、禁止物質であるストリ ー （ カ）が含まれているものがあります。 して、 薬品以 のい

る 食品として、 養 的の 剤 ドリンク剤が されており、これらの にテストステロン

の関 物質が含まれている 能性も できません。国国ススポポ期期間間 にに限限ららずず、、 かからら使使用用ししなないいよよううににしし
まましし うう。。

薬 び関 物質には、テストステロン、メチルテストステロンの に、 薬 分である、

（カイク ン）、 （ ）、 （ロク ）な があります。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（（ ）） 使使 ててははいいけけなないい 養養 薬薬：： 薬薬（（テテスストトスステテロロンン）） びび ルル ンンのの関関 物物質質をを含含

オットピン （ タリス製薬） 用 ル ン 剤オットピン（ タリス製薬、大 製薬）

グロー ン（大 製薬 ） ト ス（大 製薬 ）

プリ マ ル ン （ 製薬 ） プリ マ ル ン （ 製薬 ）

レ ス（ 下 、日 薬品 ） クロ ン・パスタ（ 製薬）

力 ロ ス（日 製薬） （ ）（ 製薬） な

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

）） ・・ 用用薬薬にに 意意

・ 用 り薬では、 性 ル ンが 合されているものがあり、禁止されています。

国国ススポポ期期間間 にに限限ららずず、、 かからら使使用用ししなないいよよううににししまましし うう。。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（（ ）） 使使 ててははいいけけなないい 用用薬薬：： 薬薬（（テテスストトスステテロロンン）） びび関関 物物質質をを含含

レ ス（ 下 、日 薬品 ） クロ ン・パスタ（ 製薬） な

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
参考：一 用 薬品ではありませんが、 の場合には、 質 ルチ イドの 服が用いられることが

あります。

）） 薬薬にに 意意

の 薬に含まれるトリメト ール、メト シフ ンは禁止物質とみなされます。

また、 薬の には ン（禁止物質）が含まれます。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
（（ ）） 使使 ててははいいけけなないい 薬薬：：トトリリメメトト ーールル、、メメトト シシフフ ンンをを含含

アスクロン（大 製薬） カ ドリン （ ）

ト ン 止め （ 製薬） フストールシロップ （オール薬品） な

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

）） 方方薬薬にに 意意

方薬を する 薬には、 れ れたくさんの 分が含まれており、 つ つの 分が禁止物質にあた

るか うか するのは です。 方薬にも らかに禁止物質を含 ものがあり、 として、 、 、

、 、 な には ン、 にはエフ ドリン メチルエフ ドリン、プ イドエフ ドリン、

カにはストリ ー 、 して の 養 薬には 用を示す 分が含まれています。また、

にも ですがエフ ドリン が含まれるので、 意が必要です。さらに名 が じでも製 会 、

の 、 の 期な で 分が違うことがあります。 の 、カタカ 表記で 薬と間違えてしまう

ような 方薬もあります。

方薬の について：一 的に 方薬を使用しなくても の が 能な場合が く、

国際基 の 基 に 当せず、 認されません。また、 方薬が含 する禁止物質が できな

い場合 ができません。 は物質を して、 の物質に対して 使用 が認められ

ます。 方薬の方剤名は物質名ではありませんので、方剤名で はできません。

） 薬 の に 意

くの 合 薬（い る 薬）には禁止物質のエフ ドリン メチルエフ ドリン が含まれ、また、

の には禁止物質の ンが含まれているものもあるため、 意が必要です。

） 用薬に 意

用薬には、競技会（ ）に禁止される 質 ルチ イドを含 が いので 意が必要です。

えば、 のトリアムシ ロンの ォッシ ア ト期間は 日です。

（ ） トリアムシ ロンを含 使 てはいけない 用薬：
アイン 薬品 アフタガード、アフタッチ 製薬

オ フ 、オロフ ック 用 （ 薬品 ）

大 クイック ア、 パッチ大 クイック ア（大 製薬）

トラフルダイレクト 、トラフル クイック（ 一 ルス ア）

フール （日 薬品 ）

） の の 意する 薬品

用薬： の 用薬には 薬として禁止されるプ イドエフ ドリンが 合されていることが

く、 意が必要です。

づまりの 薬、 薬： フ リン の 剤は、 ・ を含 使用が許されてい

ますが、 も に使用して に されると、アンチ・ドーピング規則違反が れる 能性

があります。また、 薬は 用により づまりを させる れがあります。

アレルギーの 服薬： のアレルギー用薬には禁止物質が 合されていることがあり、 意が必要

です。

） 食品・サプリメントに 意

国 で の 食品・サプリメントが 手できますが、 アンチ・ドーピング機 （ ）は、スポ

ーツでのサプリメントの使用を推奨していません。

また、「 サプリメント分析認証プログラム」は、 年 月 日をも て終 し、国 で なく使用

されてきた 認証サプリメントが使用できなくなりました。 のため、アスリートは を基 にサプリメント

選 べきかを考える必要があります。

イパフォーマンススポーツセンター（ ）は、サプリメントを食事から する栄養 を うための「ダ

イエタリーサプリメント」と、パフォーマンス向上のために の効果が期待される「パフォーマンスサプリメン

ト」の に分けて考えています。この かにスポーツの場 で 用な食品には、スポーツフードがあり、

「 の栄養 を に摂取できるように開発された食品」

を します。

サプリメントには禁止物質 のリスクが きまといま

す。一方で、サプリメントを利用しないと栄養 の に

る、 の い に くな 、 うしてもサプ

リメントを利用しなければならない場合がありま

す。（ダイエタリーサプリメント）。
https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/study/sports_nutrition/tabid/1492/Default.aspx

方薬を する 薬には、 れ れたくさんの 分が含まれており、 つ つの 分が禁止物質にあた

るか うか するのは です。 方薬にも らかに禁止物質を含 ものがあり、 として、 、 、

、 、 な には ン、 にはエフ ドリン メチルエフ ドリン、プ イドエフ ドリン、

カにはストリ ー 、 して の 養 薬には 用を示す 分が含まれています。また、

にも ですがエフ ドリン が含まれるので、 意が必要です。さらに名 が じでも製 会 、

の 、 の 期な で 分が違うことがあります。 の 、カタカ 表記で 薬と間違えてしまう

ような 方薬もあります。

方薬の について：一 的に 方薬を使用しなくても の が 能な場合が く、

国際基 の 基 に 当せず、 認されません。また、 方薬が含 する禁止物質が できな

い場合 ができません。 は物質を して、 の物質に対して 使用 が認められ

ます。 方薬の方剤名は物質名ではありませんので、方剤名で はできません。

） 薬 の に 意

くの 合 薬（い る 薬）には禁止物質のエフ ドリン メチルエフ ドリン が含まれ、また、

の には禁止物質の ンが含まれているものもあるため、 意が必要です。

） 用薬に 意

用薬には、競技会（ ）に禁止される 質 ルチ イドを含 が いので 意が必要です。

えば、 のトリアムシ ロンの ォッシ ア ト期間は 日です。

（ ） トリアムシ ロンを含 使 てはいけない 用薬：
アイン 薬品 アフタガード、アフタッチ 製薬

オ フ 、オロフ ック 用 （ 薬品 ）

大 クイック ア、 パッチ大 クイック ア（大 製薬）

トラフルダイレクト 、トラフル クイック（ 一 ルス ア）

フール （日 薬品 ）

） の の 意する 薬品

用薬： の 用薬には 薬として禁止されるプ イドエフ ドリンが 合されていることが

く、 意が必要です。

づまりの 薬、 薬： フ リン の 剤は、 ・ を含 使用が許されてい

ますが、 も に使用して に されると、アンチ・ドーピング規則違反が れる 能性

があります。また、 薬は 用により づまりを させる れがあります。

アレルギーの 服薬： のアレルギー用薬には禁止物質が 合されていることがあり、 意が必要

です。

） 食品・サプリメントに 意

国 で の 食品・サプリメントが 手できますが、 アンチ・ドーピング機 （ ）は、スポ

ーツでのサプリメントの使用を推奨していません。

また、「 サプリメント分析認証プログラム」は、 年 月 日をも て終 し、国 で なく使用

されてきた 認証サプリメントが使用できなくなりました。 のため、アスリートは を基 にサプリメント

選 べきかを考える必要があります。

イパフォーマンススポーツセンター（ ）は、サプリメントを食事から する栄養 を うための「ダ

イエタリーサプリメント」と、パフォーマンス向上のために の効果が期待される「パフォーマンスサプリメン

ト」の に分けて考えています。この かにスポーツの場 で 用な食品には、スポーツフードがあり、

「 の栄養 を に摂取できるように開発された食品」

を します。

サプリメントには禁止物質 のリスクが きまといま

す。一方で、サプリメントを利用しないと栄養 の に

る、 の い に くな 、 うしてもサプ

リメントを利用しなければならない場合がありま

す。（ダイエタリーサプリメント）。
https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/study/sports_nutrition/tabid/1492/Default.aspx
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また、高い競技レベルの選手において科学的根拠に基づいたパフォーマンス向上効果を期待してサプリメ

ントを利用する場合（パフォーマンスサプリメント）には、意図しないアンチ・ドーピング規則違反を防ぐ最大限

の努力が必要です。

選択における方法として、 年 月に発表された「スポーツにおけるサプリメントの製品情報公開の枠

組みに関するガイドライン」から、以下の民間のアンチ・ドーピング認証プログラムが検討されます。サプリメ

ントの使用を推奨するものではありませんが、製品を選択する際の参考にしてください。

認証マーク
認証機関

（国名）
認証マーク

認証機関

（国名）

LGC
（イギリス）

LGC
（イギリス）

BSCG
（アメリカ）

NSF
（アメリカ）

LABDOOR 
TESTED FOR 

SPORT
（アメリカ）

HASTA
（オーストラリア）

COLOGNE LIST
（ドイツ）

TSP
（日本）

※BSCGにて分析

FQSC
（日本）

また、上記にある認証マークがない製品について、認証マークはないが禁止物質が含まれていないと検

査されている製品も存在します。

〇アンチドーピングのためのスポーツサプリメント製品情報公開サイト（日本分析センター）：

一方、禁止物質が含まれている製品を照会しているサイトも存在します。

〇 ：

●サプリメントの必要性を考えよう！

アスリートから「サプリメントを服用したい」と相談された場合、食事から栄養が十分に摂れずに本来の能

力が低下してしまう が示す「ダイエタリーサプリメントおよびスポーツフード」は、アンチ・ドーピングに対

応したサプリメントの服用が勧められます。しかし、アンチ・ドーピング制度において競技力向上の効果があ

る物質は禁止物質として厳格に禁じられていることからすれば、服用が許されているサプリメントには競技力

向上の効果がないはずなので、果たしてサプリメントを服用するメリットが本当にあるのか、ということをアス

リートと一緒に考えていただきたいと思います。

最終的には、サプリメントの摂取はアスリートの判断になりますが、サプリメントによるドーピングの違反と

なる場合のデメリットと、サプリメントを服用するメリットを今一度比べ、薬剤師のリテラシーを駆使してアスリ

ートをサポートしてください。

使使用用 能能薬薬リリスストト 年年 要要 薬薬品品・・一一 用用 薬薬品品：：

ははじじめめにに

⚫ 効効 分分がが禁止物質を含まない、あるいは禁止物質が含まれていても使用方法（禁止表で規

される方法 記 の用法・用 ）を れば許 される国 の一 用 薬品・要

薬品（一 、 薬 品を含 ）の をあ ました。

⚫ 効 分以 の 分（ 剤）に禁止物質が含まれていないかについては、 則 認しておりま

せん。これは、 日本薬 方の製剤 則において、「 剤は、製剤に含まれる 効

分以 の物質で、 効 分 び製剤の 用性を高める、製剤 を にする、品質の を

図る、 は使用性を向上させるな の 的で用いられる。製剤には、必要に応じて、 な

剤を えることができる。ただし、用いる 剤は の製剤の において薬 用を示さ

ず、 でなければならない。また、 剤は 効 分の 効果を るものであ てはなら

ない。」とされていることによります。ただし、本会での 効 分の 認 において、当 薬品

が 服薬、かつ、 剤に 物 来 分 が含まれていることが判 した場合にあ ては、

来るだけ本リストから する方 で を ています。

⚫ 禁止物質には「 に禁止される物質（競技会（ ） び競技会 ）」と「競技会（ ）に禁止される

物質」があります。

⚫ に なスポーツ選手が 性の に対して使用する 服薬、 用薬をあ ています。

⚫ 薬 物 来 分 は、 の ての な 分を することが なため、これら

を含 する製品は、基本的に使用 能薬には していません。

⚫ 名 が に一 することを かめてください。 とん じ名 でも、 として「 」、

として「 」 「会 名」、アルフ ベットがついているだけで、 分の組 が なることもあ

ります。

⚫ による検 果に え、日本スポーツ 会発 のアンチ・ドーピング使用 能薬リ

スト に されている製品についても記 しております。

⚫ ここここににああ たた薬薬だだけけがが許許 さされれてていいるる けけででははあありりまませせんん。。一一 のの 示示でであありり、、 ににもも使使ええるる薬薬

はは くくあありりまますす。。

（（1）） 薬薬

（ 意）

⚫ カフ インは より禁止物質から タリング物質に となり禁止されないが、検査

果は 来 り報 される。

使使用用 能能薬薬

分分名名 表表的的なな 名名 会会 名名

アスピリン イエルアスピリン 製薬
アスピリン・合 ドロタルサイト フ リン ライオン

アセトア フ ン タイレ ール

用 フ リン

フ リンル

ンシ ーマー ルス

ライオン

ライオン

アセトア フ ン・イ プロフ

ン

ーシンアイ 薬 アラクス

アル プロフ ン ル フ ン 製薬

イ プロフ ン イ

リングルアイ ー

エスエス製薬

製薬

イ プロフ ン・ チルス ポ

ラ ン 物

エル イン ー

また、高い競技レベルの選手において科学的根拠に基づいたパフォーマンス向上効果を期待してサプリメ

ントを利用する場合（パフォーマンスサプリメント）には、意図しないアンチ・ドーピング規則違反を防ぐ最大限

の努力が必要です。

選択における方法として、 年 月に発表された「スポーツにおけるサプリメントの製品情報公開の枠

組みに関するガイドライン」から、以下の民間のアンチ・ドーピング認証プログラムが検討されます。サプリメ

ントの使用を推奨するものではありませんが、製品を選択する際の参考にしてください。

認証マーク
認証機関

（国名）
認証マーク

認証機関

（国名）

LGC
（イギリス）

LGC
（イギリス）

BSCG
（アメリカ）

NSF
（アメリカ）

LABDOOR 
TESTED FOR 

SPORT
（アメリカ）

HASTA
（オーストラリア）

COLOGNE LIST
（ドイツ）

TSP
（日本）

※BSCGにて分析

FQSC
（日本）

また、上記にある認証マークがない製品について、認証マークはないが禁止物質が含まれていないと検

査されている製品も存在します。

〇アンチドーピングのためのスポーツサプリメント製品情報公開サイト（日本分析センター）：

一方、禁止物質が含まれている製品を照会しているサイトも存在します。

〇 ：

●サプリメントの必要性を考えよう！

アスリートから「サプリメントを服用したい」と相談された場合、食事から栄養が十分に摂れずに本来の能

力が低下してしまう が示す「ダイエタリーサプリメントおよびスポーツフード」は、アンチ・ドーピングに対

応したサプリメントの服用が勧められます。しかし、アンチ・ドーピング制度において競技力向上の効果があ

る物質は禁止物質として厳格に禁じられていることからすれば、服用が許されているサプリメントには競技力

向上の効果がないはずなので、果たしてサプリメントを服用するメリットが本当にあるのか、ということをアス

リートと一緒に考えていただきたいと思います。

最終的には、サプリメントの摂取はアスリートの判断になりますが、サプリメントによるドーピングの違反と

なる場合のデメリットと、サプリメントを服用するメリットを今一度比べ、薬剤師のリテラシーを駆使してアスリ

ートをサポートしてください。
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